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走る！！走る！！走る！！走る！！走る！！走る！！
町長が町長が

　

11
月
17
日（
日
）、
大
磯
町
が
神
奈
川
県
「
新
た
な
観
光
の
核
づ
く
り

構
想
」地
域
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、大
磯
港
県
営
駐
車
場
で
キ
ッ

ク
オ
フ
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
黒
岩
知
事
を
お
迎
え
し
、
ま
さ
に
大
磯
が
変
わ
ろ
う
と
す

る
キ
ッ
ク
オ
フ
の
日
で
し
た
。

　

大
磯
の
魅
力
発
見
ミ
ニ
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
東
海
大
学
観
光
学
部
の

学
生
に
よ
る
大
磯
の
オ
ス
ス
メ
ま
ち
歩
き
発
表
会
が
行
わ
れ
、
学
生
な

ら
で
は
の
斬
新
的
か
つ
創
造
性
豊
か
な
企
画
を
提
案
し
て
も
ら
い
、
大

変
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
続
い
て
行
わ
れ
た
黒
岩
知
事
、
船
越
英
一

郎
さ
ん（
か
な
が
わ
親
善
大
使
）、
細
田
星
槎
大
学
副
学
長
を
パ
ネ
リ
ス

ト
に
迎
え
、「
大
磯
の
魅
力
と
は
」、「
魅
力
あ
る
町
づ
く
り
と
は
」を
テ
ー

マ
に
、
様
々
な
視
点
か
ら
の
ご
提
案
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
宝

塚
歌
劇
団
Ｏ
Ｇ
に
よ
る
オ
ー
タ
ム
レ
ヴ
ュ
ー
や
ミ
シ
ュ
ラ
ン
シ
ェ
フ
小

山
裕
久
さ
ん
に
よ
る
料
理
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
開
催
さ
れ
、
会
場
を
盛
大

に
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

黒
岩
知
事
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。「
町
の
再
生
に
は
「
よ
そ
者

（
外
か
ら
の
目
）、
若
者（
発
想
力
）、
ば
か
者（
盛
り
上
げ
る
人
）」の
３

つ
の
要
素
が
必
要
で
あ
る
。
町
が
一
枚
岩
に
な
っ
て
盛
り
上
が
る
こ
と

で
大
磯
は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
町
に
な
る
。」皆
、
大
磯
に
注
目
し
て
い

ま
す
。こ
の
イ
ベ
ン
ト
が
ス
タ
ー
ト
で
す
。町
民
の
皆
様
が
本
気
に
な
っ

て
大
磯
を
魅
力
あ
る
町
に
し
て
い
く
、
こ
れ
か
ら
皆
様
の
ご
協
力
を
い

た
だ
き
一
緒
に
な
り
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
。

問　

政
策
課　

☎
内
線
２
０
５

㉙

▲キックオフイベント開会式

大磯・秋のミナト祭り
～新たな観光の核づくり
キックオフイベント開催～

【
農
産
物
品
評
会
】

優
秀
賞（
順
不
同
・
敬
称
略
）
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ャ
ベ
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挺
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き
ゅ
う
り　
　
　

添
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▼
さ
と
い
も（
子
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鈴
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教
夫

▼
か
き　
　
　
　
　

田
端　

雅
己

▼
み
か
ん　
　
　
　

柳
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礼
子

　
　
　
　
　
　
　
　

松
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秋
子

　
　
　
　
　
　
　
　

土
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徹

　
　
　
　
　
　
　
　

小
林　

範
治

▼
こ
め　
　
　
　
　

添
田　

洋
一

▼
き
ゅ
う
り
か
す
漬　

古
正　

辰
枝

▼
生
し
い
た
け　
　

守
屋　

匡
規

大磯ふれあい農水産物まつり２０１３大磯ふれあい農水産物まつり２０１３大磯ふれあい農水産物まつり２０１３

農産物品評会
の結果

　11 月 23 日（土）に行われた農産物品評会の結果は
次のとおりです。（出品総数 176 点、うち入賞 55 点）

問　産業観光課　☎内線 262

　低金利などの経済情勢等に対応するため、地方税に係る
延滞金、還付加算金の割合が「地方税の一部を改正する法
律」の公布により、平成 26 年１月１日より引き下げられます。
また、税外収入に対する延滞金の割合も改正されます。
⑴延滞金の割合（平成 26 年１月１日以降の期間に対応する延
滞金に適用）
　特例基準割合※ 1 に年 7.3%を加算した割合（上限は年
14.6％）ただし、納期限の翌日から１か月を経過する日ま
での期間は、特例基準割合※１に年 1.0%を加算した割合
（上限は年 7.3%）
⑵還付加算金の割合（平成 26 年１月１日以降の期間に対応す
る還付加算金に適用）
　　特例基準割合※１と同じ割合

問　税務課　☎内線 264、財政課　☎内線 216

《改正のイメージ》
（地方税法）

現　行 改正後 【参考】※2
国内銀行の貸出約
定平均金利の年平
均が0.9%の場合

本則 特例 本則 特例

延
滞
金

納期限後
1か月超え 14.6% ― 14.6%

特例基準
割合※1
＋
7.3%

9.2%

納期限後
1か月以内 7.3% 4.3% 7.3%

特例基準
割合※1
＋
1.0%

2.9%

還付加算金 7.3% 4.3% 7.3% 特例基準
割合※1 1.9%

※1　特例基準割合とは、財務大臣が告示する割合（国内銀行の貸出約定平均金利の年
平均）に1.0%を加算した割合

※2　特例基準割合を1.9%とした場合の割合

延滞金及び還付加算金の
割合が改正されます　平成 26 年４月から、２年度分の保険料を口座

振替でまとめて納める「2年前納」が始まります。
「２年前納」をご利用いただくと、毎月納付する場
合に比べ２年間で 14,360 円程度の割引になりま
す。ご希望の場合は、平成 26 年２月末までに年
金事務所へお申し出ください。
問・平塚年金事務所国民年金課　☎（22）1558
　・町民課　☎内線 247

国民年金保険料の
口座振替・前納制度のお勧め


